
富山 の鉄道のあゆみ 

―その成立と変遷をめぐって― 

草 卓人 

⑴北陸線の建設と県内鉄道創設期 

 

①明治政府最初の鉄道建設計画：明治 2年（1869）2月 

 東京――――京都―神戸 

   ｜  ｜  

  横浜  敦賀港 

②（新橋―）品川―横浜間の開業：明治 5年（1872） 

 ・明治 16年（1883）12月：中山道鉄道公債証書条例公布 

 ・明治 19年（1886）7月：幹線経路を中山道から東海道へ変更 

 ・明治 22年（1889）7月：東海道本線新橋神戸間全通 

 

③日本鉄道㈱の創立：明治 14年（1881）と開業…華族の金禄公債活用 

 ・計画線：東京―青森・高崎・敦賀・新潟・羽州 

 ・開業：上野―熊谷間 明治 16年（1883年）以後、高崎・前橋（1884年）、赤羽―品川（1885

年）、大宮―青森間（1891年全通）→良好な営業成績から以後、私鉄建設の計画が続出する 

 

④富山県に関係する幹線私鉄計画 

 ・明治 17年（1884）長浜―敦賀間全通 

 ・明治 26年（1893）高崎―直江津間全通、日本海航路を介した連絡が可能となる。 

 ・東北鉄道計画（1881年）…前田・松平家ら華族（旧藩主）や大谷光尊（仏教）らが出願 

  計画線：柳ケ瀬―福井―金沢―伏木・富山及び長浜―四日市間 

  →福井以東が認可されるも、敦賀への連絡が出来ないため福井方面の発起人が脱退し、挫折。 

 ・北陸鉄道計画：明治 21年（1888）…島田孝之ら地方有力者主導による計画 

  計画線：敦賀―福井―坂井（三国）―金沢―守山（高岡）―伏木・富山間[計画図展示有] 

  明治 22年（1889）仮免許を取得するも、発起人間の利害不一致による内紛と資金調達不調によ

り、計画挫折→官設鉄道請願を決議して免許状返納(1891年) 

 

⑤私設鉄道に対する法規の整備 

 ・私設鉄道条例(1887年公布・施行) 

   従来、個々の申請ごとに結んでいた「特許条約」の申請・認可基準を雛形化 

   仮免許、本免許など基準が厳格 

 

 ⑥政府の鉄道網計画策定 

  ・鉄道敷設法（1892年 6月公布） 

   中央線及北陸線ノ連絡線 

    岐阜県下岐阜若ハ長野県下松本ヨリ岐阜県下高山ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道 



   北陸線 

    福井県下敦賀ヨリ石川県下金沢ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ石川県下七尾

ニ至ル鉄道 

   北陸線及北越線ノ連絡線 

    富山県下富山ヨリ新潟県下直江津ニ至ル鉄道 

(太字部分は 1906年 3月改正加除) 

  ・北陸線の着工(1893年 7月) 

    敦賀－福井間（1896年 7月）、金沢（1898年 4月）、高岡（1898年 11月）、富山（1899年 3

月） 

 

 ⑦中越鉄道の建設と開業 

  ・明治 26年（1893）官設北陸線敦賀―富山間着工、伏木鉄道高岡―伏木間出願（翌年 7月却下） 

  ・明治 26年 9月、富山市出身の土木技術者吉田茂勝が砺波の穀倉地帯と交通・商業の要地高岡と結

ぶ鉄道建設の将来性に着眼し、島田孝之（政治的影響力）と共に射水・砺波郡の有力者を糾合し、

10月高岡―城端間仮免許出願。→27年仮免許、28年 11月本免許 

  ・明治 30年（1997）5月 黒田－福野間開業→県内最初の鉄道、10月城端まで開通 

  ・明治 31年（1898）1月 高岡－城端間全通、1１月北陸線高岡開通 

  ・明治 33年（1900）12月 高岡－伏木間開通 

  ・大正元年（1912）9月 伏木－氷見間開通 

  ・大正 7年（1918）1月 能町－新湊間開通、高岡－伏木間電車併用・市内軌道延長出願 

  ・大正 9年（1920）9月 1日 国有化（現在のＪＲ城端・氷見線他） 

  [地域への影響] 

  ・砺波の農村地帯が高岡・伏木港を介して全国市場と直結 

  ・伏木港の利用増加と伏木港岸工業地帯の形成 

  ＊県東部では下山石灰㈱の人車軌道が明治 32年頃運輸開始(無届営業) 

 

⑵鉄道国有化と軽便鉄道ブーム 

 ①鉄道国有化への背景 

  ・明治 31年（1898）5月、東京商業会議所会頭渋沢栄一ら、鉄道国有建議案提出（経済界の 

要請） 

  ・私鉄分立の弊害（運賃別計算、連絡運輸不備、軍事輸送への障害） 

  ・私鉄経営上の問題→日本鉄道以外は利益が低迷 

 ②鉄道国有法公布（1906）とその影響 

  ・「一地方ノ交通ヲ目的トスル鉄道」以外の一般運送用鉄道は全て国の所有とする。 

・日本鉄道等 17私鉄の買収によって、国鉄／全鉄道→距離：90.9％ 

・私鉄は官設鉄道の補助的機関→大資本の投資対象から外れる。 

・これ以降、私鉄の開業は激減する。 

 ③軽便鉄道２法の公布と軽便鉄道ブーム 

  ・鉄道国有化後、「一地方ノ交通」に限定され、法規の煩雑さから私鉄の出願数激減 

  ・法規制緩和と創業時の利益保証による地方鉄道（＝枝線）建設を促進し、地方産業の振興と国鉄線

への旅客・貨物の流入増加を図る。 



  ・明治 43年（1910）4月、軽便鉄道法公布→法規制緩和 

  ・明治 44年（1911）、軽便鉄道補助法公布→創業時の利益保証 

 

 ④富直線(北陸線富山―直江津間)の開通 

  ・民営北信鉄道計画(政府は官設方針のため不許可) 

  ・明治 34年(1901)「富直鉄道期成同盟」結成、政府への請願活動活発化 

  ・明治 38年(1905)官設「富山線」として建設決定（明治 39年 3月「鉄道敷設法」改正加除） 

  ・明治 41年(1908)11月富山－魚津間、43年 4月魚津―泊間 

  ・大正 2年(1913)4月富山―直江津間全通、東京までの所要時間が 20～21時間台から 14時間台に短

縮され、関東地方への利便性高まる。 

 

 ⑤濱田知事の軽便鉄道助成策 

  ・明治 43年（1910）12月、県内軽便鉄道（計７８Ｍ）のモデルルートを策定、公表。 

    小杉―新湊間（５Ｍ） 

    福野―井波間（５Ｍ） 

    泊―小川温泉間（８Ｍ） 

    滑川―上市－五百石－富山市街間（１７Ｍ） 

    富山市街－東岩瀬間（５Ｍ） 

    富山停車場－富山市街間（２Ｍ） 

    富山市街―八尾間（１０Ｍ） 

    小杉－八尾間（１０Ｍ） 

    高岡－氷見間（１０Ｍ） 

    石動－出町（砺波）間（６Ｍ） 

   ＊１Ｍ(マイル)≒約 1.6㎞ 

  ・大正元年(1912)11月、「軽便鉄道及軌道県補助規程」 

  ・濱田知事の策定したルートで鉄道を建設すれば、許認可申請等の手続きがスムーズに進み、国か県

から必ず補助金が得られる。→県内外の資本家による地域鉄道建設を促進し、県内産業振興の輸送

基盤構築を目指した。 

 

 ⑥この時期の開業鉄道 

  ・中越鉄道：伏木－氷見間(1912年、軽便鉄道として建設) 

  ・立山軽便鉄道：滑川－五百石間(1913年) 

  ・富山電気軌道(1913年)→富山市(1920~1942) 

  ・富山軽便鉄道：富山－大久保－笹津間(1914年)+神岡軌道の延長、接続(1923年一般営業開始) 

  ・砺波軽便鉄道：福野－青島町間(1915年) 

  ＊他の計画は資金不足や中央資本家(才賀電機商会)の破綻などから挫折 

 

 ⑦軽便鉄道ブームの終息 

  ・低収益事業のため、第 1次大戦による好景気には、他の高収益企業へ投資資金シフト 

   →大戦後の反動恐慌による資本投資縮小 

・全国的に補助金をあてにした軽便鉄道が続出、次第に補助金財源が枯渇する。 



  ・改正鉄道敷設法の公布(1922年 4月) 

   64富山県猪谷ヨリ岐阜県船津ニ至ル鉄道 

   65富山県八尾ヨリ福光ヲ経テ石川県金沢付近ニ至ル鉄道 

   66富山県氷見ヨリ石川県羽咋ニ至ル鉄道 

→国鉄による支線建設本格化(→我田引鉄) 

 

⑶産業鉄道建設期(1920年代) 

 ①時代的背景 

  ・第 1次世界大戦(1914～1918年)に伴う好景気の到来→県内の水力資源に着目した電源開発や、工場

進出が進み、富山県は工業生産額が農業生産額を上回る。 

  ・電源開発輸送や港湾連絡等特定の目的と結びついた鉄道の建設が進む。 

 

 ②この時期の開業鉄道 

  ・富山県営鉄道(1921年) 常願寺川電源開発及び立山登山誘致 

  ・黒部鉄道(1922年) 黒部川電源開発、黒部川扇状地交通整備、石田港連絡 

  ・富岩鉄道(1924年) 東岩瀬港(第 2の伏木港)との連絡及び沿線地域の工業化 

  ・越中電気軌道(1924年) 富山－新湊間を海岸沿いに連絡し、沿線地域の工業化を目指す。 

  ・加越鉄道：福野－石動間(1922年) 庄川水系木材搬出と電源開発 

  〔庄川水力電気専用鉄道(1926)〕 

 

 ③飛越線の建設と富山鉄道の廃止 

  ・大正 6年(1917)、鉄道院総裁後藤新平建設調査のため来県→八尾方面の誘致運動活発化 

  ・大正 8年(1919)3月、鉄道敷設法改正で八尾経由の建設決定 

  ・昭和 2年(1927)9月 富山－越中八尾間、4年 10月笹津、5年 11月猪谷まで開通 

  ・富山鉄道は神岡鉱山輸送が皆無となり、昭和 8年(1933)4月堀川新(現・南富山)－笹津間廃止、省営

バスが代行輸送開始(~1943年) 

 

 ④その他 

  ・呉羽山インクライン（1925～1927？） 

 

⑷戦時統合期(1930～1945年) 

 ①時代背景 

  ・第 1次大戦以降の経済発展→人的・物的交流の変化 

  ・旧来の地域完結型経済圏から、都市集中型経済への変容→旧来の枝線型鉄道では新しい交通需要に

対応出来ない鉄道も 

  ・都市へ直行する乗合自動車(バス)の台頭 

  ・飛越線(現・高山本線)全通→富山市が中京地区と直結(1934年) 

  ・戦時統制経済と軍需輸送に対応する私鉄群の統合・再編を目指す国策 

 

 ②「富山県一市街化」＝富山電気鉄道の創立 

  ・富山－五百石－上市－大岩間の大岩鉄道計画(1927年免許)と、立山鉄道の改軌電化計画を統合 



  ・昭和 6年(1931)8月 富山田地方－寺田－上市口・五百石間開通、同年中に電鉄富山(10月)・ 

上市・滑川(11月)まで電車運転開始 

  ・昭和 11年 五百石－岩峅寺(8月)・西三日市(10月)まで電車運転開始 

  ・昭和 12年 富南鉄道(4月)・富岩鉄道(12月)を経営傘下に収める 

  ・昭和 15年 8月 堀川新(現・南富山)－笹津間及び岩瀬－滑川間鉄道敷設免許申請 

  ・昭和 16年 12月 富岩・富南鉄道合併、富山市営鉄道(運河線)借受経営 

 

 ③富山地方鉄道の成立 

  ・昭和 13年(1938)4月「陸上交通事業調整法」公布 

    主務大臣は交通事業調整委員会の意見を聞き、関係事業者に合併や譲渡命令が出来る。 

    →同年 8月、東京・大阪・富山・香川・福岡が調整対象となる 

  〔同月、国家総動員法及び電力国家管理法成立〕 

  ・昭和 14年 4月、日本発送電㈱成立 

  ・昭和 17年 4月、北陸配電㈱等 9配電会社設立 

   →旧電気事業者には鉄道等の附帯事業が残される。 

  ・昭和 17年 7月 県下官公民営交通業者会議 

    →陸上交通事業調整法に基づき、全体統合方針申合せ成立。 

  ・同年 9月 交通事業調整審議会において、富山電気鉄道を母体とする県内全鉄軌道、バスの統合を

決定 

  ・同年 10月 「戦時陸運ノ非常体制確立ニ関スル件」が閣議決定  

    →戦時輸送増強を目的とした計画輸送と、海上貨物の陸運転移等の実施を決定 

  ・同年 11月 県下交通統合実行委員会開催 

    黒部・越中・加越鉄道 3社は 1対 1の比率で合併 

    富山県営・日本発送電所属鉄道は現物出資 

    富山市営鉄軌道・バス、富山電鉄自動車は現金譲渡 

    統合会社名：「富山地方鉄道」と決定 

  ・昭和 18年 1月 1日 富山県交通大統合実施により、富山地方鉄道成立 

  ・同年 6月 1日 富岩線を国鉄移管(富山港線) 

  ・同年 11月 電鉄富山－宇奈月間直通運転開始、上市口－上市(旧)間及び市内軌道富山駅前乗入線廃

止 

  ・昭和 19年 5月 富山市内軌道陸軍病院前－呉羽公園下間及び赤十字病院前－東田地方間廃止 

・同年 11月 高岡駅前－新湊・伏木港間軌道敷設特許(現・万葉線) 

・昭和 20年 8月 富山大空襲により、富山市街地周辺の鉄軌道線被災 

 

⑸戦後から未来へ 

 ①復興と加越能鉄道の設立 

  ・昭和 23年（1948）４月 富山地鉄高岡軌道線新高岡－伏木港間（現・万葉線の一部）開業 

・昭和 25年 10月 加越能鉄道㈱設立 加賀・越中・能登を結ぶ高速鉄道建設が主目的 

加越線及び砺波・氷見地区バス事業を富山地方鉄道より譲受 

  ・昭和 26年４月 富山地鉄高岡軌道線米島口－新湊（現・六渡寺）間開通、西町－新湊－高岡間直

通運転開始 同時に国鉄新湊線（能町－新湊間）旅客営業廃止 



  ・昭和 27年 8月 富山地鉄笹津線全通（南富山－地鉄笹津間） 

  ・昭和 29年 5月 加越能鉄道富山―金沢間他鉄道敷設免許（同 45～46年起業廃止認可） 

  ・昭和 34年 4月 加越能鉄道高岡軌道線及び周辺バス事業を富山地鉄より譲受 

  ・昭和 39年 10月 北陸本線金沢―富山間複線電化完成 

 

 ②モータリゼーションの進展と地域鉄道の廃止 

  ・昭和 41年 4月 富山新港建設のため、地鉄射水線の一部区間廃止 

   越ノ潟以西区間を加越能鉄道へ譲渡 

  ・昭和 44年 8月 富山地鉄黒部支線（国鉄黒部－電鉄桜井間）廃止 

  ・昭和 46年 9月 加越能鉄道伏木港線（米島口－伏木港間）廃止 

  ・昭和 47年 9月 加越能鉄道加越線（石動－庄川町間）廃止 

  ・昭和 47～48年 富山地鉄富山軌道線のうち、東部線及び西部線を廃止 

  ・昭和 50年 4月 富山地鉄笹津線（南富山－地鉄笹津間）廃止 

  ・昭和 55年 4月 富山地鉄射水線（新富山－新港東口間）廃止 

  ・昭和 59年 4月 富山地鉄富山軌道線のうち、山室線廃止 

  ・昭和 62年 4月 国鉄分割民営化、県内国鉄線は JR西日本の路線となる 

  ・平成 10年（1998） 加越能鉄道、高岡軌道線の廃止表明 

 

 ③地域交通再生への試み 

  ・平成 14年（2002）4月 加越能鉄道高岡軌道線が第 3セクター「万葉線」として運行開始 

  ・平成 18年 3月 JR富山港線営業廃止  

  ・同年 4月 富山ライトレール（富山駅北－岩瀬浜間）開業 

  ・平成 21年 12月 富山都心線（丸の内－国際会議場前－西町間）開業、 

「セントラム」の愛称で環状運転開始 

  ・平成 27年 3月 富山駅南北接続線一部開業（富山駅構内への乗り入れ復活） 

 

 ④北陸新幹線の開業とあいの風とやま鉄道の開業 

  ・昭和 40年（1965）9月 金沢市で開催の 1日内閣で「北回り新幹線」建設提唱 

  ・昭和 42年 12月 「北回り新幹線建設促進同盟会」結成 

  ・昭和 47年 6月 北陸新幹線（東京－長野－富山－金沢－大阪間）基本政策策定 

  ・平成 9年（2007）10月 北陸新幹線、高崎－長野間開通 

  ・平成 17年 4月 長野－金沢間フル規格建設決定 

  ・平成 24年 7月 「富山県並行在来線準備㈱」（→あいの風とやま鉄道）設立 

  ・平成 27年 3月 北陸新幹線、長野－富山－金沢間開業 

           富山県内の北陸本線は、あいの風とやま鉄道として運行開始 

 

※平成 29年（2017）5月 富山県の鉄道 120周年 



「中越鉄道整理の意見」における大矢の論点

⑴資本金超過及びその善後策（米島打切）

　①小矢部川架橋中止による工費11万円の節約

　②米島に駅を設置すれば伏木・新湊の双方と小型船で連絡可能

　③伏木港での大型船荷役に艀を要する現状では米島・伏木の

　　いずれに駅を設置しても荷役の手間は同じ

　④伏木港整備計画が確定していない段階での伏木駅設置は時期尚早

　⑤伏木駅予定地は埋立を要する上に地元住民の反対も強いので

　　工期の遅れや、予算超過が見込まれる

⑵コルベルトを当分木製仮設備のまま継続使用する事

　　城端線のコルベルト（1～5ｍの短い橋）の本設備への改築を中止して

　　その工費（26,000円）を節約する

⑶伏木線建設時には北陸線との立体交差が不可欠

　①高岡駅で立体交差しなければ、城端線と伏木線に別個の列車が必要となり、

　　車両の不足と貨車入換の手間が生じ、貨物ピーク時の輸送能力が不安

　②伏木線独立運行の場合、ホームが別になる乗換の不便さが生じ、

　　運行経費も増加する

　③立体交差線を建設すれば伏木線の営業距離が増え、それに伴う

　　増収が図れる

⑷用地買収の件

　　用地買収が進捗しない割に測量費が不自然に増加している

中越鉄道建設収支推移表
（単位：円）

1899年(M32）9月末現在 大矢の予想(伏木延長時) 大矢の予想(米島打切） 1901年（M34）3月末現在

城端線建設費 461,906 516,886 516,886 494,431
伏木線建設費 15,909 260,000 150,000 348,496

小計 477,815 776,886 666,886 842,927

高岡高架線建設費 0 40,000 40,000 0
支払利息（2年分） 0 36,000 38,000 39,386
社債発行差金 0 7,500 7,500 9,922

合計（ａ） 477,815 860,386 752,386 892,235

資本金（ｂ） 700,000 700,000 700,000 700,000
払込未済株金（C） 248,530 0 0 78,035

不足分（a-b＋c） 26,345 160,386 52,386 270,270



中越鉄道地域別・持株別(50株以上)一覧表

地域 明治29年3月期 明治35年3月期 明治41年3月期

砺波郡 2235(31.9) 1106(15.8） 3557(25.4)
高岡市 700(10.0) 1595（22.8） 4285(30.6)
射水郡 200（2.9） 311（4.4） 994(7.1)
伏木町 50(0.７)
富山市 250（3.6) 473（6.8） 232(1.7)
上新川郡 55(0.8) 162（2.3） 224(1.6)
下新川郡 90(1.3) 70（1.0） 194(1.4)
東京市 900(12.9) 1280（18.3） 2880(20.6)

その他県外 240(3.4) 220（3.1）
小計 4720(67.4) 5217（74.5） 12366(88.3)

その他端株 2280（32.5） 1783（25.5） 1634（11.6）
総合計 7000（100.0） 7000（100.0） 14000(100.0)

資本金額(円) 350,000 700,000 700,000

立山軽便鉄道地域別・主要株主持株別一覧表

地域 明治45年1月期 大正5年11月期 昭和5年11月期
才賀系 3200(50.0) 0 0
滑川町 215(3.3) 138(2.1) 841(7.0)
北加積村 100(0.8)
西加積村 50(0.8) 249(3.9) 164(1.4)
宮川村 153(1.3)
音杉村 20(0.3) 52(0.8) 200(1.7)
五百石町 30(0.5) 30(0.5) 100(0.8)
釜ヶ淵村 20(0.3) 20(0.3) 309(2.6)
立山村 50(0.8) 3250(50.8) 391(3.2)
佐伯宗義 0 0 3200(26.7)
小計 3585(56.0) 3739(58.4) 5458(45.5)
総株数 6400(100.0) 6400(100.0) 12000(100.0)

資本金額(円) 320,000 320,000 600,000


